
規

則

(

第
六
十
九
号
・
第
七
十
号)

○
福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

自
然
環
境
課)

一

○
福
岡
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

都
市
計
画
課)

八

福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
六
十
九
号

福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
温
泉
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中

｢

第
十
条｣

を

｢

第
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
第
七
号
イ
中

｢

登
記
簿
謄
本｣

を

｢

登
記
事
項
証
明
書｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
中

｢

第
十
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
二
項｣

に
、

｢

様
式
第
十
四
号｣

を

｢

様
式
第
十
八
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
八
条
第
一
項
第
五
号｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項
第
五

号｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

に
、

｢

様
式
第
十
五

号｣

を

｢

様
式
第
十
九
号｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢

第
十
二
条｣

を

｢

第
十
六
条｣

に
、

｢

様
式

第
十
六
号｣

を

｢

様
式
第
二
十
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
十
三
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め

、
同
条
第
三
項
第
一
号
中

｢

様
式
第
十
一
号｣

を

｢

様
式
第
十
五
号｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

様

式
第
十
二
号｣

を

｢

様
式
第
十
六
号｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

様
式
第
十
三
号｣

を

｢

様
式
第
十

七
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

第
七
条｣

を

｢

第
十
一
条｣

に
、

｢

様
式
第
十
号｣

を

｢

様
式
第
十
四
号｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
八
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条

と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
七
条
第
一
項｣

に
、

｢

様
式
第
九
号｣

を

｢

様
式
第

十
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中

｢

第
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
八
条
第
二
項｣

に
改

め
、
同
号
ト
中

｢

第
十
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同

条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
の
承
認
の
申
請)

第
九
条

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
様
式
第
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

規
則
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
、
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

(

温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
の
承
認
の
申
請)

第
十
条

規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
様
式
第
十
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
第
一
項｣

に
、

｢

様
式
第
七
号｣

を

｢

様
式
第

九
号｣

に
、

｢

様
式
第
八
号｣

を

｢

様
式
第
十
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中

｢

第
十
四
条
第

二
項｣

を

｢

第
十
八
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

第
九
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
二

項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
一
項｣

に
、

｢

様
式
第
四
号｣

を

｢

様
式

第
六
号｣
に
、

｢

第
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
八
条
第
一
項｣

に
、

｢

様
式
第
五
号｣

を

｢

様
式
第
七
号

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

様
式
第
六
号｣

を

｢

様
式
第
八
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、

第
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

掘
削
許
可
等
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
の
承
認
の
申
請)

第
四
条

規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
様
式
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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２

規
則
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

(
掘
削
許
可
等
を
受
け
た
者
の
相
続
の
承
認
の
申
請)

第
五
条

規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
様
式
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

規
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

様
式
第
二
号
中

｢
(第
３
条
､
第
５
条
､
第
６
条
､
第
10条
関
係
)
｣

を

｢
(第
３
条
､
第
４
条
､

第
５
条
､
第
７
条
､
第
８
条
､
第
９
条
､
第
10条
､
第
14条
関
係
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
中

｢
(第
10条
関
係
)
｣

を

｢
(第
14条
関
係
)
｣

に
、

｢第
17条
第
１
項
｣

を

｢

第
21条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
十
号
と
す
る
。

様
式
第
十
五
号
中

｢
(第
10条
関
係
)
｣

を
｢
(第
14条
関
係
)
｣

に
、

｢第
16条
｣

を

｢第
20条

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
九
号
と
す
る
。

様
式
第
十
四
号
中

｢
(第
10条
関
係
)
｣

を

｢
(第
14条
関
係
)
｣

に
、

｢第
15条
第
２
項
｣

を

｢

第
19条
第
２
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
八
号
と
す
る
。

様
式
第
十
三
号
中

｢
(第
９
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
13条
関
係
)
｣
に
、

｢第
９
条
第
１
項
｣

を

｢

第
13条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
七
号
と
す
る
。

様
式
第
十
二
号
中

｢
(第
９
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
13条
関
係
)
｣

に
、

｢第
９
条
第
１
項
｣

を

｢

第
13条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
六
号
と
す
る
。

様
式
第
十
一
号
中

｢
(第
９
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
13条
関
係
)
｣

に
、

｢第
９
条
第
１
項
(第
２

項
)
｣

を

｢第
１
３
条
第
１
項
(第
２
項
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。

様
式
第
十
号
中

｢
(第
７
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
11条
関
係
)
｣

に
、

｢第
14条
第
１
項
｣

を
｢第

18条
第
１
項
｣

に
、

｢同
条
第
３
項
｣

を

｢同
条
第
４
項
｣

に
、

｢�
浴
用
又
は
飲
用
の
方
法
及
び

様
式
第
九
号
中

｢
(第
６
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
８
条
関
係
)
｣

に
、

｢第
13条
第
１
項
｣

を

｢第

15条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

� � � � �����������	 
�	 ����� ��� �

注
意
｣

を

｢�
浴
用
又
は
飲
用
の
方
法
及
び
注
意
｣

｢�
成
分
に
影
響
を
与
え
る
項
目
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。
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様式第12号 (第９条関係)

温泉利用許可承継承認申請書

年 月 日

福岡県知事 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名称

代表者の氏名 印

下記の許可について地位の承継を承認されるよう､ 温泉法第16条第１項の規定に基づき申請します｡

記

１ 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割に

より温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

消滅する法人

存続又は新設する法人

２ 許可を受けた日及び許可番号

� 許可を受けた日

� 許可番号

３ 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称

� 施設の場所

� 施設の名称

４ 合併又は分割の予定日
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様式第13号 (第10条関係)

温泉利用許可承継承認申請書

年 月 日

福岡県知事 殿

申請者 住所

氏名

被相続人との続柄 印

下記の許可について地位の承継を承認されるよう､ 温泉法第17条第１項の規定に基づき申請します｡

記

１ 被相続人の氏名及び住所

２ 許可を受けた日及び許可番号

� 許可を受けた日

� 許可番号

３ 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称

� 施設の場所

� 施設の名称

４ 相続開始の日



様
式
第
八
号
中

｢
(第
５
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
７
条
関
係
)
｣

に
、

｢第
９
条
第
１
項
｣

を

｢第

11条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

様
式
第
七
号
中

｢
(第
５
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
７
条
関
係
)
｣

に
、

｢第
９
条
第
１
項
｣

を

｢第

11条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
六
号
中

｢
(第
４
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
６
条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号

と
す
る
。

様
式
第
五
号
中

｢
(第
４
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
６
条
関
係
)
｣

に
、

｢第
６
条
第
１
項
｣

を

｢第

８
条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

様
式
第
四
号
中

｢
(第
４
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
６
条
関
係
)
｣

に
、

｢第
４
条
第
１
項
｣

を

｢第

６
条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
し
、
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る

。

� � � � �����������	 
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様式第４号 (第４条関係)

温泉
掘 削
増 掘
動力装置

許可承継承認申請書

年 月 日

福岡県知事 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名称

代表者の氏名 印

下記の許可について地位の承継を承認されるよう､ 温泉法第６条第１項の規定に基づき申請します｡

記

１ 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割に

より掘削､ 増掘若しくは動力の装置の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

消滅する法人

存続又は新設する法人

２ 許可の種別

掘削許可 ・ 増掘許可 ・ 動力装置許可

３ 許可を受けた日及び許可番号

� 許可を受けた日

� 許可番号

４ 許可を受けた工事に係る土地の所在､ 地番及び地目

� 所在及び地番

� 地 目

５ 合併又は分割の予定日
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様式第５号 (第５条関係)

温泉
掘 削
増 掘
動力装置

許可承継承認申請書

年 月 日

福岡県知事 殿

申請者 住所

氏名

被相続人との続柄 印

下記の許可について地位の承継を承認されるよう､ 第７条第１項の規定に基づき申請します｡

記

１ 被相続人の氏名及び住所

２ 許可の種別

掘削許可 ・ 増掘許可 ・ 動力装置許可

３ 許可を受けた日及び許可番号

� 許可を受けた日

� 許可番号

４ 許可を受けた工事に係る土地の所在､ 地番及び地目

� 所在及び地番

� 地 目

５ 相続開始の日



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
十
号

福
岡
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
事
務
処
理
規
則

(

平
成
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
二
十
条
の
二
第
六
項｣

を

｢

第
二
十
条
の
二
第
十
三
項｣

に
、

｢

第
三
十
八
条
の
四

第
十
六
項
並
び
に
第
三
十
九
条
の
七
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項｣

を

｢

第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項

、
第
三
十
九
条
の
七
第
九
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
第
三
十
九
条
の
百
六
第
二
項
及
び
第
四
項｣

に
改

め
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
条
の
二
第
六
項｣

を

｢

第
二
十
条
の
二
第
十
三
項｣

に
、

｢

第
三
十
八

条
の
四
第
十
六
項｣

を

｢

第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項｣

に
、

｢

若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
七
第
十

一
項｣

を

｢

、
第
三
十
九
条
の
七
第
九
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の
百
六
第
二
項｣
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
六
号
中

｢

第
六
条
第
三
項｣

を

｢

第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項｣
に
、

｢

建
築
確

認
通
知
書｣

を

｢

確
認
済
証｣

に
、

｢

通
知
書｣

を

｢

確
認
済
証｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

｢

第
十

二
条
の
五
第
二
項｣

を

｢

第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同
項
第
九
号
中

｢

第
十
二
条
の

四
第
一
項
第
三
号｣

を

｢

第
十
二
条
の
五
第
三
項｣

に
、

｢

再
開
発
地
区
計
画
の
区
域
内｣

を

｢

再
開

発
等
促
進
区
内｣

に
、

｢

都
市
再
開
発
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
七
条
の
八
の
二
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
再
開
発
地
区
整
備
計
画｣

を

｢

同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
整
備

計
画｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

又
は
第
三
十
九
条
の
七
第
十
三
項｣

を

｢

、
第
三
十
九
条
の
七
第

十
一
項
又
は
第
三
十
九
条
の
百
六
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

建
築
確
認
通
知
書｣

を

｢

確
認
済
証｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
六
号｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号｣

に
、

｢

又
は
第
六

十
五
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
四
号
の
上
欄｣

を

｢

、
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号

の
上
欄
又
は
第
六
十
八
条
の
七
十
八
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号
の
上
欄｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
号
中

｢

又
は
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
四
号
の
下
欄｣

を

｢

、
第
六
十
五

条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号
の
下
欄
又
は
第
六
十
八
条
の
七
十
八
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号
の
下

欄｣

に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
る
。

｢第
20条
の
２
第
13項
｣

に
、

｢第
38条
の
４
第
16項
｣

を

｢第
38条
の
４
第
22項
｣

に
、

｢再
開
発

地
区
計
画
の
区
域
｣

を

｢再
開
発
等
促
進
区
｣

に
、

｢建
築
確
認
通
知
｣

を

｢確
認
済
証
交
付
｣

に
改

め
、
同
様
式
の

(

裏)

備
考
二
中

｢再
開
発
地
区
計
画
の
区
域
｣

を

｢再
開
発
等
促
進
区
｣

に
改
め
る

。

築
確
認
通
知
｣

を

｢確
認
済
証
交
付
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

裏)

備
考
二
中

｢再
開
発
地
区
計
画
の

区
域
｣

を

｢再
開
発
等
促
進
区
｣

に
改
め
る
。

� � � � �����������	 
�	 ����� ��� �

様
式
第
一
号
の

(

表)

中

｢福
岡
県
知
事

北
九
州
市
長

福
岡
市
長
｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
、

｢第
20条
の
２
第
６
項
｣

を

様
式
第
二
号
の

(

表)

中

｢福
岡
県
知
事

北
九
州
市
長

福
岡
市
長
｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
、

｢第
25条
の
４
第
２
項

第
39条
の
７
第
11項
｣

を

｢第
25条
の
４
第
２
項

第
39条
の
７
第
９
項

第
39条
の
106第

２
項
｣

に
、

｢再
開
発
地
区
計
画
の
区
域
｣

を

｢再
開
発
等
促
進
区
｣

に
、

｢建

様
式
第
三
号
中

｢福
岡
県
知
事

北
九
州
市
長

福
岡
市
長
｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
、

｢第
25条
の
４
第
16項

第
39条
の
７
第
13項
｣

を

｢第
25条

第
39条

第
39条

の
４
第
16項

の
７
第
11項

の
106第

４
項
｣

に
、

｢建
築
確
認
通
知
の
｣

を

｢確
認
済
証
交
付
｣

に
改
め
る
。



開
発
等
促
進
区
｣

に
、

｢建
築
確
認
通
知
の
｣

を

｢確
認
済
証
交
付
｣

に
、

｢第
20条
の
２
第
６
項
｣

様
式
第
五
号
中

｢再
開
発
地
区
計
画
の
区
域
｣

を

｢再
開
発
等
促
進
区
｣

に
、

｢建
築
確
認
通
知
の

様
式
第
七
号
中

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � � � �����������	 
�	 ����� ����

様
式
第
四
号
中

｢第
号

年
月
日
｣

を

｢第
号
｣

に
、

｢再
開
発
地
区
計
画
の
区
域
｣

を

｢再
を｢第

20条
の
２
第
13項
｣

に
、｢第

38条
の
４
第
16項
｣

を

｢第
38条
の
４
第
22項
｣

に
、 ｢福

岡
県

北
九
州

福
岡

知
事

市
長

市
長
｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
改
め
る
。

｣

を

｢確
認
済
証
交
付
｣

に
、

｢第
25条
の
４
第
２
項

第
39条
の
７
第
11項
｣

を

｢第
25条
の
４
第
２
項

第
39条
の
７
第
９
項

第
39条
の
106第

２
項
｣

に
、 ｢福

岡
県

北
九
州

福
岡

知
事

市
長

市
長
｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
中

｢建
築
確
認
通
知
の
｣

を

｢確
認
済
証
交
付
｣

に
、

｢第
25条
の
４
第
16項

第
39条
の
７
第
13項
｣

を

｢

第
25条
の
４
第
16項

第
39条
の
７
第
11項

第
39条
の
106第

４
項
｣

に
、

｢福
岡
県
知
事

北
九
州
市
長

福
岡
市
長
｣

を

｢福
岡
県
知
事
｣

に
改
め
る
。

｢
(教
示
)

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
60日
以
内
に
､
建
設
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

を

｣

｢
(教
示
)

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
60日
以
内
に
､
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

ま
た
､
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
岡
県

を
被
告
と
し
て
(代
表
者
は
福
岡
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡
)
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

に

｣
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